
業務番号 教総工委 第２号

業 務 名 森田中学校 校舎照明器具改修及び非構造部材落下防止対策

工事監理業務委託

業務場所 つがる市 森田中学校 地内

監理業務委託仕様書

つ が る 市

令和８年６月



共 通 事 項

１．業 務 名 森田中学校 校舎照明器具改修及び非構造部材落下

防止対策工事監理業務委託

２．業 務 場 所 つがる市 森田中学校 地内

３．履 行 期 限 令和 9年 3月 26日まで

４．範 囲 監理業務委託仕様書による。

５．入札日及び場所 入 札 日 指名通知のとおり

入札場所 指名通知のとおり

６．業務委託契約 業務委託契約約款による。

７．支 払 方 法 業務委託契約約款及び財務規則による。



業 務 概 要

１．業 務 名 森田中学校 校舎照明器具改修及び非構造部材落下防止対策工事

監理業務委託

２．工 事 名 森田中学校 校舎照明器具改修及び非構造部材落下防止対策工事

３．所 在 地 つがる市 森田中学校 地内

４．業 務 内 容

工事監理

① 設計意図を施工者に的確に伝えるための業務

(1)施工者との打合せ

(2)図面等の作成

② 施工図等と設計図書を比較し検討及び報告する業務

(1)施工図の検討及び報告

(2)材料及び仕上見本の検討及び報告

(3)建築設備の機械器具の検討及び報告

③ 工事の確認及び報告

(1)工事が設計図書及び請負契約に合致するかどうかの確認及び建築主へ報告

(2)工事完了検査及び契約条件が遂行されたことの確認

(3)現場監督の指揮

(4)設計変更工事等の処理

(5)中間出来高及び完成の処理

(6)工事進捗月報の提出（毎月分）

④ 工事監理業務完了手続き

(1)契約の目的物の引渡し立会い

(2)業務完了通知書及び関係図書の建築主への提出

５．提出書類

つがる市ホームページの建設関連業務委託関係書類一覧表提出書類による。

６．そ の 他

契約締結前に建築士法第２４条の７に基づく重要事項説明を行うこと。

当工事における設計業務と監理業務の管理技術者は、同一者としないこと。


